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これまで 令和６年度以降

八百津町地域クラブ活動について これまで学校部活動は、教育活動の
一環として部活動顧問が行ってきまし
た。しかし、専門的な知識を持たない
顧問も多く、生徒に対して、技術的な
面で十分な指導ができないという実態
がありました。
そこで、休日の練習指導を、「地域

クラブ」とし、持続的かつ充実したス
ポーツ・文化の活動を行うための環境
整備を進めていきます。

＜変わること＞
・休日の指導は「地域クラブ」として活動し、その
指導は「地域クラブ指導者」が行います。

・教育委員会管理下での活動となるため、鍵の管理
が教育委員会を通じて行うことになることや、活
動時の怪我に対応するために、新たにスポーツ安
全保険に加入する必要があります。

・中体連以外の大会については、可能な限り保護者
の引率のもと参加することになります。

＜変わらないこと＞
・活動場所はこれまで同様、中学校の学校施設を中
心に実施いたします。

・中体連については「部活動」であるため、部活動
顧問の引率のもと参加します。

・団体の登録やその他の大会申込の手続きについて、
部活動顧問も協力します。


